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工事に伴うスポーツ施設の休館について 

 

１．主旨 

以下の区立スポーツ施設について、改修工事等を行うことから、工事期間中について

施設の利用を休止する。 

 

２．利用休止施設 

 （１）総合運動場テニスコート（４面／１２面） 

 （２）大蔵第二運動場テニスコート（９面／９面） 

 

３．休止期間 

 （１）総合運動場テニスコート     令和３年３月～令和３年５月 

 （２）大蔵第二運動場テニスコート   令和２年１１月～令和３年３月 

  ※ゴルフ練習場についても数日間の利用中止を伴う可能性あり。 

 

４．工事内容 

  施設老朽化に伴う人工芝張り替え及び付帯設備改修工事 

  また、本工事に併せて、大蔵第二運動場テニスコート横通路の拡幅工事及びゴルフ練

習場防球ネット改修工事も実施する。 

 

５．概算経費 

  １７８，３１０，０００円（予定） 

 

６．周知方法 

区ホームページ、（公財）世田谷区スポーツ振興財団ホームページ、けやきネットホー

ムページ、現場での案内掲示等により周知していく。 

 

 


